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資料-１ 船来山古墳群一覧表 
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資料-２ ワークショップ通信 
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大室古墳群 視察記録 

日時 ：平成 27 年度 11 月 24 日          場所：長野市松代町 史跡大室古墳群 

参加者：本巣市役所   恩田氏、語りべボランティア 3名 

長野市教育委員会  風間係長、清水氏 

プレック研究所 倉方 

 

１）国史跡指定に向けた公有地化について 

・土地の公有地化にあたっては、どこを指定範囲とするか、文化庁の意向も十分確認しつつ、進め

る必要がある。 

・大室古墳群は、平成 10 年～14 年で 16.3ha を購入、公有地化した。当時、赤線・青線の問題など

もあり、条件が入り組んでいる土地では、古墳が存在しても購入していないところもある。現在

確認されている古墳 241 基のうち、指定範囲内は 166 基のみで、その他の古墳のあるエリアはま

だ購入できていない。なお、文化庁からは、大室古墳群として位置づけられている 2.5km 四方の

範囲に分布するエリア全域を公有地化し史跡指定するよう指導されている。 

・土地の購入に関する文化庁の補助金について、現在 80%補助となっているが、将来的に 50％補助

に引き下げられる可能性があることも考慮し、指定の範囲（購入面積）や購入のタイミングを検

討する必要がある。 

・地権者との調整にあたっては、市からの直接交渉は難しく、できれば地権者同士のまとめ役に間

に入ってもらった方が進めやすい。 

・補助金制度の性格上、指定が決まらないと補助金が活用できない。地権者にとっては、市が確実

に購入するという確約（万が一補助金がつかなくても）を欲しがる点にも留意して交渉に臨む必

要がある。 

・公有地化の際に予算確保が難しければ、借金して購入に当てることも考えてよいのではないか。

大室古墳群も、買い上げ時に借金をして公有地化を進めた（12 年計画で返済）。 

 

２）文化財事業について 

・文化財事業は、継続し続けることが大事である。短期計画は立てるが、長期計画で終了年度は定

めず、小さくても毎年継続するように心がけている。 

・文化財事業は、土地の公有地化から始まり、史跡整備、発掘調査、管理運営等、大小さまざまな

事業がある。近年、市の予算編成の際にマイナスシーリングがかけられるケースが多くなってい

るが、文化財の分野では年度によって実施する事業に差があり予算も大きく変動するという特徴

がある。このことを財政部局に良く理解してもらい予算編成を考慮してもらえるよう働きかけが

必要である。（大室古墳群では、最大時単年度予算で 2.2 億円、今年度は 240 万円） 

 

３）管理運営について 

・市の職員 2名で管理運営を担当しているが、常駐はしていない。 

・「大室古墳館協力会」に 4 月 1 日から 11 月末日までの 8ヶ月間、管理委託している（6千円/

日）。内容は、古墳館の鍵の管理、トイレ掃除、草取り、利用者数のカウント等である。冬期（閉

館期間）は、週 2回（火・土曜日）、建物内と園内を異常がないか巡回してもらっている。 

・学校団体等へのガイドは、「協力会」ではなく、市の職員ですべて対応している。 

・園内のシバ等植栽・植物管理について、当初は業者へ委託していた（700 万円/年）が、単年度毎

の契約であったため、植物の成長を見据えた管理が行われないといった問題もあった。そのた

め、シバが根付いてきた頃を見計らって、現在は直営管理に切り替えている。毎年 3～11 月の 9

ヶ月間、2名（臨時職員、作業員各 1名）を雇用し、草刈り・芝刈り、樹木管理をお願いしてい

資料-３ 古墳事例視察調査 
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る。コストも抑えられ、先々を考えたきめ細かな管理が可能になっている。 

 

４）施設整備について 

・エントランスゾーンは、ガイダンスのために徹底して地形とともに古墳を復元整備した。古墳の

残存状況や調査によって判明した情報に応じて復元整備・展示の方法を決めている。 

・古墳群の場合、古墳同士の視認性を確保する必要があり、屋根をかけた施設整備（四阿等）がで

きないことにも注意が必要である。 

・その他のゾーンは、発掘調査の状況や、調査中に確認された貴重種の植物の活用、トレッキング

など、様々な目的・機能を位置づけている。 

・遺構復元整備ゾーンは、現在発掘調査中だが、林内の間伐材を活用したウッドチップを敷きなら

し、仮の園路としている。調査により古墳端部がはっきりした段階で、最終的な園路を設定し、

同じウッドチップを敷きなおす計画になっている。疑木等でウッドチップが流出しないような整

備をする予定。 

・国史跡に指定されると、植栽で導入できる種が制限される。地域に自生する種や古墳時代にあっ

た種等、理由付けできないものは、植栽することはできない。地元から桜を植栽して欲しい等の

要望が出るが、万葉集で詠まれている草花をもとにした山野草を植栽することで対応した。 

・施設整備での補助金活用について、目的外利用はできないことに注意が必要である。駐車場等の

施設整備で、単費でやるか補助金を使用するか、整備の自由度を勘案しながら、使い分けを考え

ると良い。（大室古墳群は、古墳館と駐車場のエリアは市の史跡のため、単費で整備した。） 

・古墳群へのアクセス路は、現在幅員が狭く大型車の通行ができない。長らく課題となっていた

が、行政内部の理解も得られ、ようやく今後の整備の見通しがたってきたところとのこと。（指定

範囲外の道路整備のため、文化庁の補助金対象外で、予算の確保等行政内部の理解が不可欠だっ

た。） 

 

５）地元「保存会」について 

・大室古墳群は、大正時代に地権者による「大室史跡保存会」が発足し、その後、名称を変えつつ

も、地権者を中心とした地元住民による保存や調査活動が進められてきた経緯がある。（自分の山

に古墳がある者同士、相互牽制的な働きもあり、古墳が守られてきた。） 

・現在は「大室古墳群保存会」という名称で活動している。 

・国史跡指定後、「保存会」が草刈等の管理にこれまでのように手が出せなくなり、活躍の場がなく

なってしまっているのが現状である。 

・大室古墳群へのアクセスが良くなれば大型バス等による遠方からの利用が増えることが予想さ

れ、古墳群の案内役等の中核を担ってもらう等、新たな活躍の場を探っていきたいと考えてい

る。 

・「保存会」メンバーの高齢化も課題になっている。地元で保持できなければ、範囲を広げて「友の

会」等の組織を作ることもありかと考えている。ただし、こういったことも「保存会」に判断し

てもらい、あくまでも活動の中核を担ってもらうことは変えないでいきたい。（松代地区の文化財

ボランティアは登録制で、地元に限らず東京の人も参加している。） 

 

６）その他 

・国史跡指定後、保存管理計画の策定が必要となる。大室古墳群では、復原整備した古墳の経年変

化を見た上で維持管理の手法や頻度を検討すべく、現在モニタリング中であるため、保存管理計

画は未作成である。（気候的な特性上、凍上融解によって古墳の破損が進みやすい。） 

・大室古墳群では、現在、表土を剥ぐのみの墳丘端部の把握を主とした調査を実施している。ただ

し 5年に 1度は、何か新しい情報を一般に提供し、人々の興味を引き付ける工夫が必要と考え、
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出土品や新たな分析ができるような発掘調査をするようにしている。 

・船来山古墳群は、過去の発掘調査で野ざらし状態となっているのであれば、その部分は徹底して

復元整備する等、ゾーン分けを行うと良いのではないか。まずは一部エリアでも国史跡に指定

し、面白いことをして、地元の興味をひき、理解を得ることが必要である。 

・群集墳を整備した参考事例として、大阪府「一須賀古墳群」、宮崎県「西都原古墳群」が挙げられ

る。過去の整備例では、ガイダンス施設整備のほか、古墳は現況保存のみの場合が多い。 

 

７）現地の状況 

○ガイダンス拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイダンス施設「大室古墳館」と駐車場。この間

は、車椅子でも移動可能なようにスロープが整備さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大室古墳館入口にある立体模型。谷部に密集して分

布する様子が分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示室導入部にある航空写真と床の地図で大室古墳

群の立地環境を学ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示の一部「大室古墳群のなぞ」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大室古墳群に関する映像も見ることができる。 

発掘調査で出土した

遺物の展示は、ほと

んどおこなっていな

い。（そもそも出土品

もあまりない） 
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○園路、サイン類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱色アスファルト舗装の園路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質系舗装の園路は。やわらかく歩きやすい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質系舗装の園路は、周囲のシバが侵入しやすいと

いう問題点もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各古墳の解説板。墳形や埋葬施設、年代のほか、古

墳の特徴や発掘時の状況、復元の状態等について簡

潔に書かれている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
整備時に掘り出された石等、古墳以外でも資源とし

て活用できるものは整備に取り込み解説している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在地を示すサイン。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この地域にあった山野草や樹木を植栽している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡指定範囲の全体案内図。 
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○古墳の復元展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246 号墳：築造途中の古墳の姿を再現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 号墳：史跡指定時のままの姿で展示している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 号墳：墳丘の約半分が失われていたものを復

元。コグマザサで覆っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 号墳：奥壁近くに開いていた盗掘坑から石室が

覗けるように整備している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 号墳：高速道路用地内から移築、復元している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241 号墳：合掌形石室の特徴的な天井石を復元整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 号墳：墳丘上部に立ち入り、上から横穴式石室が

見られるように復元整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 号墳：横穴式石室を上から見た様子。 
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○古墳の復元展示と植栽、安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

240 号墳：墳丘や羨道部が失われていた状況を活か

し、墳丘の断面が観察できるように整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

240 号墳：前面部からの様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 号墳：墳丘の半分が失われた姿のまま、石室の

裏側を観察できるようにしている。石の荷重圧から

震度 5弱までは崩れないとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケヤキ林内の古墳。墳丘上部のケヤキは伐採した

が、古墳に影響の少ないものはそのまま活かしてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青い建物は史跡指定範囲の外。建物右側に植えられ

ているウメは、指定範囲内にあった果樹園から移植

したもの。建物の目隠しの意図もあり認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スギ植林の手前に植えられた苗木は、植樹祭で植え

られたドングリの木。イベントで植栽しても、その

後の草刈り等の管理は、市で対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

古墳上部は、安全上・古墳保存上、基本的に侵入禁

止にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

園内を流れる信濃川水系音無川。ササ等の植栽で、

広場からの転落防止を図っている。 

以上 
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森将軍塚古墳 視察記録 

日時 ：平成 27 年度 11 月 24 日          場所：千曲市 史跡埴科古墳群 森将軍塚古墳 

参加者：本巣市役所   恩田氏、語りべボランティア 3名 

千曲市教育委員会 文化財係 平林主事 

プレック研究所 倉方 

 

１）保存・整備の経緯と概要 

・昭和 40 年代に古墳周辺で土砂採取が始まり、採取が古墳に迫る中、地元住民や行政、研究者が

一体となった古墳の保存運動が展開されたことから、古墳が守られ、その後国史跡指定となっ

た。 

・古墳の復元整備は、11 ヵ年、5 億円をかけて、造られた当時と同じ材料と工法で行われた。埴

輪も出土された形を複製し、そのままの順番で並べられている。 

 

２）活用・管理運営 

・仁徳天皇陵と並び、「教科書に載る古墳」をうりに、小・中学生が勉強するための場として活用

が図られている。 

・毎年、年間 300 校、2万人ほどの子供たちに利用されている。まず、復元整備された現物を見

学してもらい、その後古墳館の展示（レプリカ）を見ながら学習する流れで、ボランティアガ

イドが案内している。 

・学校教育を主目的としているので、勾玉作り体験等の他施設でよく企画されているイベントは

実施していない。 

・古墳整備完了後から毎年行われているイベント「森将軍塚まつり」は毎年盛大で、今年は 1万

人の参加者があった。 

・古墳の史跡指定・整備がまちづくりに活かされ、良い経済効果をもたらしている。 

・古墳が造られた当時と同じ工法で造られているため、凍上融解や利用者の重さによって、崩れ

やすく、定期的に修復整備を行う必要がある。修復に必要な石積みの職人技術を維持すること

も課題となっている。 

・管理運営のボランティア組織として「友の会」がある。地元に限らず誰でも登録できる仕組み

であるが、高齢化が進む状況にある。 

 

３）現地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古墳の麓にある「森将軍塚古墳館」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「森将軍塚古墳館」前から出る見学バスで古墳のそ

ばまで登れる 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存修理事業の現地看板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復元整備された森将軍塚古墳。きれいに詰まれた石

積みとその大きさに圧倒される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学バスを降りてすぐ、古墳を見ながらガイドを受

けることができるような広場や動線の構成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埴輪・埴輪棺の解説 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後円部を見上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古墳上部へ上がる階段 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前方部の上部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複製されたいろいろな形の埴輪 
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石室の位置やサイズはコンクリートで示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森将軍塚古墳がなぜここに造られたかを解説するサ

イン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眼下に広がる景色を見ながら、古墳の立地環境について学べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
埴輪に石を投げないように促す注意サイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後円部から前方部を望む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森将軍塚古墳下部に近接して分布する円墳。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古墳外周部を巡れる園路。 

以上 
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①岐阜県主要ビジョン・計画 

■『岐阜県長期構想（平成 21～30 年度）』（平成 21 年 3月 岐阜県） 

岐阜県の長期構想では、「希望と誇りの持てるふるさと岐阜県づくり」を基本目標とし、将来像とし

て、「1.安心して暮らせる岐阜県」、「2.人・モノが活発に交流する岐阜県」、「3.誰もが生き生きと活

躍できる岐阜県」、「4.清流と自然を守る岐阜県」、「5.つながり、支えあう岐阜県」の５つが掲げられ

ている。 

このうち、地域資源の活用や歴史・文化に関わる分野で示されている政策の方向性については、以

下にまとめる。 

＜政策の方向性＞ 

将来像「２．人・モノが活発に交流する岐阜県」に向けて、「ふるさと岐阜県の資源を生かした活力

づくり」では、地域の魅力を高め、観光交流を拡大し、消費を増やすため、「地域資源を活かしたま

ちづくりを進める」ことや「地域の魅力を広め、観光誘客を拡大する」こと等が挙げられている。 

また、将来像「5.つながり、支えあう岐阜県」に向けて、「ふるさと岐阜県を未来につなぐ人づくり」

では、ふるさとへの誇りと愛情を育てるため、以下の方向性が示されている。 

○「ふるさと教育」を充実させ、ふるさとのよさを教え、伝えるため、ふるさとの歴史・文化・自

然を学ぶ機会をつくる。  

・社会教育文化施設における体験活動プログラムの開発・実施等を通じ、子どもたちが歴史、伝統文化、芸

術、自然等を体験できる機会を増やす。 

・子どもたちの多様な体験や学びの場とするため、社会教育文化施設における教育普及活動を充実する。 

○ふるさとの文化・伝統・景観を守るため、文化財の保存・活用を推進する。 

・文化財の状況を的確に把握し、効果的な保存修理事業を行う。 

・文化財の調査・研究を進めるとともに、文化財情報を積極的に提供する。 

 

■『岐阜県環境基本計画（平成 23～27 年度）』（平成 23年 3月 岐阜県） 

岐阜県の環境基本計画において、文化財に関わる分野で示されている内容について、以下にまとめ

る。 

「快適生活環境ぎふづくり」において、各種景観の保全と創出を図るための取組方針の一部として、

文化財や史跡・名勝・天然記念物など、歴史的・文化的環境の保存とその活用に向けた取り組みを進

めることが示されている。 

歴史的・文化的環境の保全にあたっては、文化財の保存と活用を推進するため、以下の点について、

実施・検討を図ることが示されている。 

・文化財の状況把握に努め、保存修理の緊急度を的確に把握することで、限られた予算のもと、適正かつ

効率的な保存修理を行う。 

・文化財の調査、研究を推進するほか、文化財に関する情報の積極的な提供に努めるとともに、その活用

に取組む文化財保護団体やＮＰＯ等との連携、さらには、活動に対する支援等について検討する。 

 

②『本巣市第 1次総合計画 後期基本計画（2011～2015）』（平成 23年 3月 本巣市） 

「交流資源を生かした賑わいのあるまちづくり」に向けて、「観光」の分野では、豊かな自然環境や

歴史的な地域資源を活かした観光施設の充実と、観光協会を中心とした観光推進体制の確立を図ると

ともに、来訪者が満足できる観光推進に努めることが示されている。 

具体的には、以下のことが挙げられている。 

・自然・歴史・文化などの魅力を満喫できるハイキングコースや観光資源の案内板の整備により、

観光案内機能の充実を図る。 

・観光協会を中心として、観光ガイドや観光パンフレットなどの充実、観光資源の発掘・再生を実

施するなど、総合的な観光振興を推進する。 

・訪れる観光客に対して、まちの案内、観光資源の紹介や説明を行う市民による観光ボランティア

の育成を支援する。 

資料-４ 上位・関連計画 
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また「豊かな心と文化をはぐくむまちづくり」に向けて、「学校教育」の分野では、園・学校、家庭

及び地域との連携による一貫した教育環境づくりに関する事業として、本巣市の自然や文化財などを

活用した「ふるさと学習」の推進やボランティア活動など、児童生徒の自主的な活動の推進と支援が

進められている。 

「芸術・文化」の分野では、郷土の歴史、文化の伝承・発展及び学習機会の推進に努め、心豊かで

やすらぎとうるおいがあふれる芸術文化活動の推進と充実に努めることが示されている。 

具体的には、以下のことが挙げられている。 

・文化財を市の財産として後世に受け継ぐべく保護・保存し、教育的資源として活用を図る。 

・民俗資料館の統合・整備と展示品の充実による活用を図る。 

・学校教材としての「ふるさと学習」を推進する。 

・先人から受け継いだ伝統文化の保護・保存に努め、後継者の育成及び支援を行う。 

これらの主な事業の一部として、「市内遺跡詳細分布調査事業」や「船来山古墳群詳細分布調査事

業」、「語りべボランティアの育成」が行われている。 

 

③『本巣市第 2次総合計画』（平成 28年 3 月 本巣市） 

「教育・文化」の分野、「歴史と文化に学び、未来へ伝えるまち」の中で、船来山古墳群に関わる課

題および、施策の基本方針、主要施策と主な事業として、以下の内容が示されている。 

＜課題＞ 

・船来山古墳群は、未調査の箇所も多く残っている中、調査が進められているが、調査が進むにつ

れてその歴史的意義や学術的価値の高さが認められつつある。今後、国の文化財指定へ向けた調

査活動やその活用方法の検討などの取り組みが求められる。 

・文化財や歴史民俗資料を活用した語りべなどのボランティアも充実していくことが求められる。 

＜施策の基本方針＞ 

・船来山古墳群は、国の文化財指定に向けて調査を進め、その価値を解明するとともに保存活動を

進める。 

・文化財や歴史民俗資料の公開に当たっては、古墳と柿の館での公開や民俗資料館の充実を検討し、

語りべなどボランティア活動の充実と合わせて市民への積極的な公開と学習機会を提供する。 

＜主要施策と主な事業＞ 

○貴重な文化財を保存し、伝承する 

・船来山古墳群の国指定に向けた調査の実施と保存活動を進める。 

（主な事業：文化財保存活用計画の作成、船来山古墳群詳細分布調査・保存活用事業） 

○文化財を公開、活用し、広く普及する 

・民俗資料館や古墳と柿の館など、歴史遺産を公開する施設を拠点とし、語りべボランティアの人

材育成に努め、公開活動を推進する。 

・民俗資料館の統合を検討し、子どもたちを始め市民が利用し、親しみやすい施設として、活用に

努める。 

（主な事業：民俗資料館活用総合学習事業、語りべボランティアの育成） 

・事業評価指数 

語りべボランティア 現状値（平成 26 年度末）22 人→目標値（平成 32 年度末）30 人 

 

また、「行政運営・市民協働」の分野では、市民協働によるまちづくり事業を推進するとともに、市

民が主体となった活動を担う団体等の設立を促し、協働事業を推進することが示されている。 
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④『本巣市都市計画マスタープラン』（平成 20年 2 月 本巣市） 

＜将来都市構造＞ 

○都市軸の広域連携軸として位置づけられる「東海環状自動車道」が船来山の一部を通過する計画

である。 

○船来山は「緑の交流拠点」として６つの都市拠点の一つに位置づけられ、緑を活用した憩いとも

てなしの拠点としての役割が求められている。 

○将来都市構造のゾーニングでは、「田園共生ゾーン」に位置づけられている。 

＜土地利用に関する方針＞ 

○土地利用のゾーニングでは、「公園・緑地ゾーン」に位置づけられ、市民の日常的な憩いの場であ

るとともに、まちに潤いをもたらす、水と緑の豊かな風景の場として、環境教育の場として、活

用を図ることが求められている。 

＜水と緑に関する方針＞ 

○船来山では、緑の拠点機能の向上（散策道の拡充等）を図るとともに、風致地区等の指定につい

て検討し、都市近郊緑地の保全を図り、良好な環境・景観の保全に努めることが求められている。

また、周辺のまちづくりとの連携やそれぞれの特性を踏まえた環境整備により、利用を促すこと

が求められている。 

＜街並・景観に関する方針＞ 

○美しい郷土景観の保全や地域毎の景観づくり等がうたわれており、「船来山の里山景観」について

も、地域特有のすぐれた景観資源として位置づけられている。地域住民の意向に応じ、景観の保

全・創出の方策の検討を行いながら、まちづくりへの活用を進めるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
将来都市構造図 

水と緑に関する方針図 
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船来山南部エリアの主要施策・土地利用構想図 
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船来山北部～西部エリアの主要施策・土地利用構想図 
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⑤『本巣市景観計画』（平成 27年 3月 本巣市） 

本巣市の景観は、北部の雄大な山並みや根尾川などの自然、濃尾平野に広がる田園や柿畑などの農

村の原風景が土台となり、地域の風土、伝統文化や人々の暮らしの営みと調和して形成されている。 

船来山周辺は、濃尾平野に広がるのどかな田園風景の一部をなし、「集落の背景となる里山」として

役割を担っている。また、「船来山の草刈りボランティア」が行われており、良好な景観を創出する

市民活動となっている。 

＜景観づくりの目標（将来像）＞ 

「ほっとして、元気を感じる景観のあるまち  

～雄大な自然、農村の原風景、特色あるまちの顔が織りなす美しい景観づくり～」 

良好な景観形成に向けて、「農村風景を眺望できる船来山等の視点場の保全・創出」といった地域の

特徴を活かした景観づくりや、「社寺や古墳等の歴史・文化的資源の保全・活用」といった地域の個

性や歴史・文化を感じる景観づくりが求められている。 

また、「船来山等の里山」の緑や視点場としての「船来山（市街地・農村集落・田園風景・山並みへ

の眺望）」が、本巣市の重要な景観要素として位置づけられている。 

このような良好な景観を守るため、緑のまとまりや連続性、地域の植生に影響を与えないようにす

ることや、歴史・文化的資源に近接するとき、色彩・規模・形態意匠等に配慮し、歴史・文化的な雰

囲気を阻害しないようにすること等が行為制限として示されている。 

このほか、船来山は、景観法に基づく「景観重要公共施設」の候補となっている（山並み・田園風

景・市街地等への良好な視点場となっている公共施設として）。これに指定されると、景観法 47 条に

より、地域の景観と調和し、良好な景観の形成を牽引するための仕組みを活用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本巣市の景観を構成する重要な要素  
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⑥『本巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（平成 27年 10 月 本巣市） 

国では平成 26 年 12 月に『まち・ひと・しごと創生総合戦略』を策定し、将来にわたって活力ある

日本社会を維持することを目指すため、基本的な考え方や政策 5原則が示された。 

本巣市の『まち・ひと・しごと創生総合戦略』は、本市の最上位計画である『本巣市総合計画』を

基に、国による基本的な考え方と政策 5原則を基に総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、今後 5

年間の取り組みについてまとめたものである。 

 

施策の一つである安定した雇用の創出の中で、観光事業を振興し、従来の観光施設をより魅力的に

充実することで交流促進を図ることが示されている。取り組みとして、観光の拠点となっている「道

の駅「織部の里もとす」を中心に、一貫した観光案内体制の強化に努めるとともに、観光案内ボラン

ティアなど人材の育成を図ることなどが挙げられている。 

 

また新しいふるさとづくりの中では、合併によって、より多様な地域資源を有するまちとなった本

巣市を積極的に PR する活動や市民協働によるまちづくり、歴史文化を活かした地域づくりなど、市

民が一体となったふるさとづくりに努めていく。そして新たなふるさとの魅力を創生していくために、

広域的な連携を推進していくことを目標としている。 

施策の方向性として、市の魅力発信、市民協働の推進、生涯学習と文化活動の充実の 3 つを挙げて

いる。 

市の魅力発信では、マスコットキャラクターの活用やイベントの開催など各種メディアを活用した

情報発信、市民協働の推進では、市民活動推進のための支援や市民協働サポーターセンターの開設な

ど、協働の仕組みづくりや普及、担い手育成に努めるとしている。 

生涯学習と文化活動の充実では、本巣市の歴史や文化を学習する機会や芸術文化活動に勤しむ機会

の充実、伝統芸能や文化財などの貴重な歴史的資源の保存および伝承、活用を図ることとし、取り組

みの一つとして、国指定天然記念物である「根尾谷淡墨ザクラ」や国指定に向けた取り組みを進めて

いる「船来山古墳群」など貴重な歴史資源の保護・保存を進めるとともに、歴史資源を活用した観光

促進に努めるとしている。 

 

重要業績評価指数[KPI] 

指標 基準値 目標値 

主要観光施設入込客数 
84 万人/年 

（平成 26 年度） 
87 万人/年 

古墳と柿の館入館者数 
1,602 人/年 

（平成 26 年度） 
2,000 人/年 
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①席田用水のゲンジボタル 

古くから農業灌漑用水として大きな役割を果たしてきた糸貫川（席田用水）では、5 月下旬から 6

月上旬にかけてゲンジボタルが乱舞する名所として市民に親しまれている。 

昭和 30～40 年代には環境の変化や捕獲による影響で全滅状態となり、昭和 47 年（1972 年）に全

国に先駆けて螢保護条例が制定された。 

また毎年 4月には席田用水の清掃、えさであるカワニナの放流など、ホタルの生息に適した環境づ

くりが行われ、地域住民一体となったホタルの保護活動が続けられている。 

曽井中島付近の席田用水では、観賞用歩道等も整備され、6 月上旬に行われる「本巣市花とほたる

祭り」では多くの人が訪れるイベントを開催している。 

席田用水のゲンジボタルは、特に自然の景観と環境保全に優れているとして「ぎふ 水と緑の環境

百選」に選ばれている。 
 

②文殊の森公園のササユリ群生地 

文殊の森公園の「ふれあい館」近くの森林内にササユリの群生地がある。「ササユリ保護育成協会」

が 25 年ほど前から、ササユリの保護活動を行っており、山の斜面約 3000m2 に 350～400 本の花を咲

かせている。 

見ごろは 5月下旬から 6月上旬頃で、シーズンになると多くの人々が観賞や撮影に訪れている。毎

年 6月には協会による鑑賞会や写真撮影会も開催されている。 
 

③指定文化財の神社等にある古木・巨木 

船来山周辺に分布する古木・巨木 

種名 名称/所在地 概要 

県指定記念物  

ヒイラギ 
国恩寺のヒイラギ 

/春近（国恩寺） 

弘法大師の杖が発芽して成長したものや、お手植えのものと伝えられている。ヒ

イラギとしては巨木で、環境省の巨樹に登録されている。 

樹高 8m、3本株立ちで幹周 535cm、主幹の幹周 240cm 

市指定記念物  

イチョウ 
梅英寺の公孫樹 

/曽井中島（梅英寺） 
樹高 16m、幹周 280cm、樹齢 250 余年 

シイ 
八幡神社の椎 

/文殊（八幡神社） 
樹高 14m、幹周 450cm、樹齢約 400 年 

サルスベリ 
中谷のサルスベリ 

/文殊 

樹高 8m、幹周 270cm 

サルスベリが立つ塚には、江戸中期に善永寺 6 代住職である円空法師が建てた

石塔が残っている。里人の骨を 集めて石塔の下に納め、先祖の供養をしたとい

う。 

モチノキ 
善永寺のモチノキ 

/文殊（善永寺） 
樹高 8m、幹周 200cm、樹齢約 220 年 

モミ 
大亀寺の樅 

/文殊（大亀寺） 
樹高 28m、幹周 270cm、樹齢約 230 年 

ナギ 
長屋神社のナギ 

/長屋（長屋神社） 
｢馬駆け」の時に馬をつなぐ神木として植えられたと伝えられる。樹齢約 300 年 

スギ 
見延北野神社の大杉 

（2本）/見延（北野神社） 

境内手洗い場の北の 1 本は、樹高 25m、幹周 580cm、樹齢推定 4～500 年。拝殿

に近い 1本は、幹周 370cm 

ヤマザクラ 
芋観桜 

/文殊 

樹高 25m、幹周 200cm、樹齢約 180 年。この木は山桜の一種で、開花する頃に芋

を植える目安とされていたことから、イモミザクラといわれるようになった。 

 

 

 

資料-５ 周辺の自然環境 
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資源分布図（古木・巨木ほか）  
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①船来山周辺の交通網・アクセス図 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船来山周辺の交通・アクセス図 

 

 

 

 

 

 

 

船来山 

資料-６ 社会的環境 
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②船来山の土地利用図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船来山の土地利用図 

 

 

  



32 

 

③法規制 

 
船来山における法規制 

法規制の種類 内容 図 

都市計画法 

平成 22 年に新しく施行された都市計画では、区域区分を定

めない非線引き都市計画区域となり、用途地域と特定用途制

限地域に区分されている。 

船来山は、特定用途制限地域の田園居住地区に該当する。 

特定用途制限地域は、用途地域が指定されていない都市計

画区域内で、良好な環境を保つために周辺の生活環境に望ま

しくない影響を与える特定の建築物の建築を制限できる地域

で、その具体的な規制については、市の条例で定められてい

る。 

東海地域をつなぐ幹線道路として、東海環状自動車道が船

来山をトンネルで横断し、船来山南麓平野部に糸貫インター

チェンジ(仮)が整備される計画となっている。 

③-1 

土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
法
律
等 

砂防法 
船来山では、郡府山西尾根の一部が砂防指定地に指定され

ている。 

③-2 

土砂災害防止法 
船来山では、南西側山麓を中心に、土砂災害警戒区域および

土砂災害特別警戒区域の指定該当箇所がある。 

土砂災害危険箇所 
船来山では土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所の該当

箇所がある。 

地すべり等防止法 船来山では「地すべり防止区域」の該当箇所はない。 
急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に
関する法律 

船来山では「急傾斜地崩壊危険区域」の該当箇所はない。 

農業振興地域の整備に
関する法律（農振法） 

船来山全域が農業振興地域に指定されている。 

このうち、船来山西尾根の一部（柿果樹園）が農用地区域に

指定されている。 
③-3 

景観法 

船来山は、特に本巣市の重要な景観要素として、「船来山等

の里山」の緑と視点場としての「船来山」が位置づけられ、

視点場の整備・管理や良好な眺望の保全が景観づくりの方針

として示されている。 

「本巣市景観計画」では、良好な景観形成のために、建築行

為等を行う際のルールとして、景観形成基準が設けられ、自

主的に配慮すべき事項として「景観形成配慮事項」が、また

最低限遵守すべき事項として「景観形成基準」が定められて

いる。 

本巣市では、景観上、目に付きやすい大規模な建築行為等を

届出対象行為として定め、事前に計画内容の届出を義務付け

ている。 
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③-1 船来山および周辺の都市計画区域用途地域図 
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③-2 土砂災害対策に関する法規制 

  

【砂防指定地内における行為制限】 
砂防指定地として指定された土地は、治水上砂防のために支障のある行為を防止する観

点から竹木の伐採や土石・砂れきの採取等、一定の行為に制限がなされる。 
行為制限の内容については、都道府県の条例等に定められており、砂防指定地内で制限

された行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となる。 
岐阜県では、以下の行為（制限行為）を行う場合には砂防指定地内行為許可の申請が必

要である。 
・砂防設備の使用 
・工作物の新築・改築・除去 
・竹木の伐採・滑下もしくは地引による運搬 
・土砂、砂れき、竹木、じんあいその他の物件のたい積又は投棄 
・土地の掘削、盛土、開墾その他土地の形状の変更 
・土石、砂れきの採取又は鉱物の採掘 

【土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定基準】 
○土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊  
・傾斜度が 30 度以上で高さが 5m 以上の区域 
・急傾斜地の上端から水平距離が 10m 以内の区域 
・急傾斜地の下端から急傾斜地高さの 2 倍以内の区域 
土石流  
・土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が 2 度以上の区域 
地滑り  
・地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域） 
・地滑り区域下端から地滑り地塊の長さに相当する距離の範囲内の区域 

○土砂災害特別警戒区域 
急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動・堆積により建築物に作用する力の大きさが、通常の

建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩
壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域 
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③-3 農業振興地域の整備に関する法律（農振法）の指定地域図 

  

農用地区域以外の区域内に 
おける開発行為についての勧告等 

第十五条の四  都道府県知事は、農業振興
地域の区域のうち農用地区域以外の区域内
において開発行為を行っている者がある場
合において、その開発行為により、農用地
区域 内にある農用地等において土砂の流
出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜
の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生さ
せ、又は農用地区域内にある農用地等に係
る農業用用排水施設の有する機能に著しい
支障を及ぼすことにより、農業振興地域整
備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある
と認められるときは、農用地区 域内にあ
る農用地等の農業上の利用を確保するため
に必要な限度において、その者に対し、そ
の事態を除去するために必要な措置を講ず
べきことを勧告することができる。 

２  都道府県知事は、前項の規定による勧
告をした場合において、その勧告を受けた
者がその勧告に従わないときは、その旨及
びその勧告の内容を公表することができ
る。 

農用地区域内における開発行為の制限 
第十五条の二 農用地区域内において開発行為（宅地の造成、土石の採取その他の土

地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下
同じ。）をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経
由してしなければならない。 

３ 市町村長は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村長は、
当該申請書に意見を付すことができる。 

４ 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれ
かに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。 
一  当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが

困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあるこ
と。 

二  当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の
流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ
るおそれがあること。 

三  当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用
排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 

５ 第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の
利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。 

６ 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農
業会議の意見を聴かなければならない。 

７ 国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為（第一項各号のいずれかに
該当する行為を除く。）をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都
道府県知事との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

８ 第六項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。 

農業振興地域の整備に関する 

法律の指定地域 
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